
改　正

院内様式

院外様式 免許更新用診断書

普通・健康診断書(精密なもの) 投薬・診療内容等を含むもの

死亡診断書

死体検案書 

診断書 ・証明書

病状調査書

病状調査(面談)

年金診断書 

障害者手帳用診断書

病歴関係証明書・診断書

入院・退院・通院証明書

医療費領収証明書

自立支援医療用診断書

特定疾患診断書

児童福祉手当障害認定診断書 昭和56年６月１日付　医発第658号により100円

福祉手当認定診断書 昭和56年６月１日付　医発第658号により100円

裁判所 成年後見人制度申請に係る診断書

障害者医療症発行に係る診断書

作業所等利用に係る意見書

ハローワーク提出用意見書

医療費助成（支給）申請書・証明書

おむつ使用証明書

その他証明書

相談料（※１） 家族相談等（保険外診療）、30分毎に3,850円

その他文書料

死後処置料

その他面談料（※２） 生命保険会社担当者等、30分毎に5,500円

セカンドオピニオン （保険外診療）１時間まで　以後、30分毎に5,500円

保護者選任診断欄

特別室（個室）料金 6病棟のみ

その他 3,300

11,000

※２　その他面談料は、弁護士等の患者（家族含む）以外による、医師との面談で判断・意見などを求める場合

　の料金です。（生命保険会社担当者など）

意見書

普通・健康診断書

※参考
退院後、施設等に入所するために健康診断書を作成する場合、別途検査料が

実費でかかります。（保険外診療）（例：胸部X線検査　1,780円　等）

生命・簡易保険

5,500

5,500

1,100

※１　相談料は、受診前の家族等による医療相談等、診察以外で医師の判断・意見などを求める場合の料金です。

※３　作成文書料の受け取りを郵送希望の場合、別途切手代を頂戴致します。
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文書料・相談料等についてのお知らせ

令 和 6 年 10 月 1 日

当 院 金 額
備 考

( 税 込 )


